
（ 8） 補助の対象とならないもの 1件 不当と認める国庫補助金 4,404,946円

補助の対象とならない設備の新設等に要した費用について補助金が交付されていたもの

（ 1件 不当と認める国庫補助金 4,404,946円）

部 局 等 補助事業者
等

間接補助事
業者等
（事業主体）

補助事業
等

年 度 事 業 費
国庫補
助対象
事業費

左に対す
る国庫補
助金等交
付額

不当と認
める事業
費
国庫補
助対象
事業費

不当と認
める国庫
補助金等
相当額

千円 千円 千円 千円

（378）国土交通
本省

独立行政法
人 鉄 道 建
設・運輸施
設整備支援
機構

東 京 都 地下駅火
災対策施
設整備

19 259,825
（146,532）

48,844 13,214
（13,214）

4,404
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この補助事業は、東京都が、地下駅火災対策施設整備事業として、東京都地下高速電車（都営地下

鉄）三田線の芝公園駅及び水道橋駅において、排煙設備の新設に係る電気工事等を実施したものである。

地下駅火災対策施設整備事業は、地下鉄道の火災対策に関する基準に適合していない地下駅の火災

対策施設のうち、建設費用が大きい排煙設備及び避難通路（以下「排煙設備等」という。）について、国が

補助することによって早期に整備を図るものであり、地下駅火災対策施設整備事業費補助交付要綱（平

成 16年国鉄施第 39号）によると、排煙設備等を新設するための駅施設の改良工事に要する経費の一部を

補助対象とするとされている。

都は、本件工事に要した費用 259,825,923円のうち、排煙設備の新設に係る工事に要した費用は

146,532,256円であるとし、これを補助対象事業費として国庫補助金 48,844,085円の交付を受けていた。

しかし、上記の補助対象事業費には、排煙設備等を新設するための駅施設の改良工事には該当しな

い自動火災報知設備の新設等に要した費用が含まれていた。

したがって、上記の自動火災報知設備の新設等に要した費用 13,214,839円は、補助の対象とはなら

ず、これに係る国庫補助金相当額 4,404,946円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、都において、本件補助事業の対象となる費用についての検討が

十分でなかったことなどによると認められる。

（ 9） 補助の対象とならないもの及び補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 2,502,874円

委託工事に交付の対象とならない費用を含めていたり、委託工事に係る消費税相当額の算

定が適切でなかったりしていたもの （ 1件 不当と認める国庫補助金 2,502,874円）

部 局 等 補助事業者
等
（事業主体）

補助事業
等

年 度 事 業 費
�国庫補�
�助対象�
�事業費�

左に対す
る国庫補
助金等交
付額

不当と認
める事業
費
�国庫補�
�助対象�
�事業費�

不当と認
める国庫
補助金等
相当額

千円 千円 千円 千円

（379）福 岡 県 福 岡 県 地方道路
交付金

20 31,093
（31,093）

17,101 4,550 2,502

か わら

この交付金事業は、福岡県が、田川郡糸田町地内において、一般県道香春糸田線が平成筑豊鉄道糸

田線と交差する宮床県道踏切を拡幅するために、道路施設に係るアスファルト舗装工事及び鉄道施設

に係る土木、軌道、電気各工事並びにこれらの設計調査等を委託工事費 31,093,000円（交付金

17,101,150円）で鉄道事業者に委託して実施したものである。

同県は、本件委託工事費の算定に当たり、道路施設に係る工事費（以下「道路施設工事費」という。）
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と鉄道施設に係る工事費（以下「鉄道施設工事費」という。）を合わせた 24,689,302円にこれらの設計調査

に係る費用（以下「設計調査費」という。）3,166,000円を加えて 27,855,302円とし、この額を課税対象と

して算定した消費税（地方消費税を含む。以下同じ。）相当額 1,392,765円及び管理費 1,844,933円を加算

して計 31,093,000円としていた。そして、同県は、その全額を交付対象事業費として、平成 20年 5月

に 20年度の交付金の交付申請を行い、同年 6月に交付決定を受けていた。

しかし、前記の設計調査は、同県が交付金の交付決定を受けた年度の前年度である同年 2月に鉄道

事業者に依頼して実施させ、交付申請前の同年 4月に完了していたものであることから、交付金の交

付の対象とはならないのに、同県は、設計調査費及びこれに係る消費税相当額を交付対象事業費に含

めていた。

また、同県は、委託工事費の算定に当たり、道路施設工事費と鉄道施設工事費とを区分することな

く、その合計額に設計調査費を加えた額を対象として消費税相当額を算定していた。しかし、上記の

うち鉄道施設工事費については、鉄道事業者が所有する鉄道施設に係る工事費を同県が負担するもの

であり、工事を行った後の資産は鉄道事業者に帰属するものであることから、消費税法（昭和 63年法律

第 108号）で定める資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税の課税対象外として処理しなければならな

いものであるのに、同県は、鉄道施設工事費に係る消費税相当額を交付対象事業費に含めていた。

したがって、本件交付対象事業費のうち、設計調査費 3,166,000円及びこれに係る消費税相当額

158,300円は交付金の交付の対象とならず、また、鉄道施設工事費 24,527,612円は消費税の課税対象外

であり、これに係る消費税相当額 1,226,380円が過大となっていて、これらの合計 4,550,680円に係る

交付金相当額 2,502,874円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同県において、交付金事業の対象となる費用についての認識が

十分でなかったこと、委託工事費の算定に当たり、鉄道施設工事費に係る消費税の取扱いについての

理解が十分でなかったことなどによると認められる。

不 正 行 為

（380）職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 一般会計 （部）雑収入 （款）国有財産利用収入

（項）国有財産貸付収入

部 局 等 北海道開発局石狩川開発建設部（平成 22年 4月 1日以降は北海道開発

局札幌開発建設部）

不正行為期間 平成 19年 9月～22年 2月

損害金の種類 河川敷地占用料

損 害 額 10,285,037円

本院は、北海道開発局石狩川開発建設部（平成 22年 4月 1日以降は北海道開発局札幌開発建

設部。以下「開発建設部」という。）における不正行為について、会計検査院法第 27条の規定に

基づく国土交通大臣からの報告及び会計法（昭和 22年法律第 35号）第 42条の規定に基づく同大

臣からの通知を受けるとともに、北海道開発局及び開発建設部において、合規性等の観点から

不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
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